
平成25年３月８日

国 土 交 通 省

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する

法律案について

Ⅰ 背景

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するた

め、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付け、耐震改修

計画の認定基準の緩和等の措置を講ずる。

Ⅱ 改正の概要

（１）不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け

不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合にお

いてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、

その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならないこととする。

（２）耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大

耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の

建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物を対象とすることとする。

（３）耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る

建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設

所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲

を拡大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じることとする。

（４）建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設

建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた建築物の

所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとする。

（５）区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区

分所有建築物については、区分所有者の集会の決議（過半数）により耐震改修を行う

ことができることとする。

Ⅲ 閣議決定日

平成２５年３月８日（金）

問い合わせ先

【（1）、（2）、（4）及び（3）のうち「耐震改修計画の認定に係る増築及び改築

の範囲の拡大」】について

住宅局建 築 指 導 課 電話：03-5253-8111（内線：39-543,39-534）

【（5）及び（3）のうち「耐震改修計画の認定に係る建築物の容積率及び建ぺ

い率の特例措置」について】

住宅局市街地建築課 電話：03-5253-8111（内線：39-664,39-685）

 

 


